
 

 

平成 29 年 10 月 26 日 

「新市場創造型標準化制度」を活用した標準化案件を決定しました 

日本工業標準調査会（工業標準化法に基づいて経済産業省に設置されている審議会）

は、事業者から提案のあったテーマについて、「新市場創造型標準化制度」を活用して標

準化を行うことを決定しました。今後、優れた技術や製品に関する標準化を進め、新たな

市場の創出につながることが期待されます。 
 

 

1．概要 

標準化の推進は市場での信頼性向上等に有効な方策であり、新しい技術の市場創出を

効果的に進めるためには、戦略的な標準化が重要となっています。 

経済産業省では、新市場の創造や産業競争力の強化につながる戦略的な標準化を推

進するため、平成 26 年 5 月に「標準化官民戦略」を策定し、本戦略に基づき、同年 7 月

に、企業等が保有する優れた技術や製品について、従来の業界団体でのコンセンサス

形成を経ずに、迅速な国内標準化（JIS 化）や国際標準（ISO/IEC）提案を可能にする「新

市場創造型標準化制度」を創設しました。 

今般、日本工業標準調査会(JISC)標準第一部会において、以下のテーマについて「新市

場創造型標準化制度」の活用の対象とすることを決定しました。 
 

■「新市場創造型標準化制度」の活用が決定したテーマ 

テーマ名：ヒートポンプデシカント方式

調湿外気処理機に関する標準化 
提案者：ダイキン工業株式会社【大阪府】 

テーマの概要： 

省エネと快適性を両立した省エネ形空調システムに用いられ、ヒートポンプ技術とデ

シカント技術を融合し、高効率な湿度コントロールを可能とする、調湿外気処理機の

性能特性評価等を標準化。 

 

調湿外気処理機（出所：ダイキン工業（株））  

 

2．今後のスケジュール 

今後、(一財)日本規格協会が提案企業を含めた原案作成委員会を構成し、標準化の原案

作成が行われます。原案作成後、JISC において審議され、国内標準（JIS）となります。 
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